
●撮影画像の確認
●動作状況の確認
●設置状況の確認

（いたずら被害の有無など）
●バッテリー・メモリーカードの交換

地方公共団体（設置場所団体）

不法投棄監視通報システム（監視カメラ）設置事業

（概要） 不法投棄監視パトロール業務の一環として監視カメラを設置することにより、
効率的に不法投棄を減少させることを目的とする。

中部地方環境事務所が地方公共団体と連携して設置し、設置後の管理等は
地方公共団体が行う。撮影された画像を分析する等により行為者が特定され
た事例もある。
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システムの設置希望

システム設置

中部地方環境事務所 廃棄物・リサイクル対策課

警察との連携等
刑事告発、行政指導など

【過去の設置実績】
H 18 富山、石川、福井

各県内に計８か所
H 19 富山、石川、福井、

長野、愛知各県内に
計11か所

H 20 ６県内に計16か所
Ｈ21 ６県内に計16か所
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＜管理の実施＞


